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金

融

庁

○

平
成
十
八
年

告
示
第
四
号
（
労
働
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
金
庫
及
び

厚
生
労
働
省

労
働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
定
め
る
件
）

改

正

案

現

行

第
一
条

労
働
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三

第
一
条

労
働
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三

号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が

号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、

一

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
独
立
行
政

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示

働
省
告
示
第
三
号
（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は

第
三
号
（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行

媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。

う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条

）
第
一
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を

各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）

除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
あ
っ
て

に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理

は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま

で
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
貸
付
け
を
行
う
業
務
及
び
同
項
第
五
号
の

規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
業
務
の
利
用
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

並
び
に
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
並
び

に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
の

業
務
に
限
る
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
理
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二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
二
条

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は

第
二
条

法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は

媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

媒
介
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、

一

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
独
立
行
政

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第
一
号
か

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号

ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業

ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理

務
の
代
理

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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金

融

庁

○

平
成
十
八
年

告
示
第
五
号
（
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
金
庫
及
び

厚
生
労
働
省

労
働
金
庫
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
付
随
し
て
行
う
債

務
の
保
証
を
定
め
る
件
）

改

正

案

現

行

第
一
条

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四

第
一
条

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四

十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
金

十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
金

庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業

庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業

務
に
付
随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

務
に
付
随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

る
も
の
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
独

公
庫
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
、
労
働
金
庫
連
合
会
又
は
平
成

立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
、
労
働
金
庫
連
合
会
又
は
平
成
十
八
年
金

十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合

融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
業
務

会
が
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
。
以
下

の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
件
。
以
下
「
告
示
」

「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
六

と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
を
除
く

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
と

。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
と
す
る
。

す
る
。

第
二
条

規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
連
合
会
が
行

第
二
条

規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
連
合
会
が
行

う
こ
と
が
で
き
る
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
付

う
こ
と
が
で
き
る
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
付

随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

随
し
て
行
う
債
務
の
保
証
で
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、

は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
独
立
行
政



- -4

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第
一
号
か
ら

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
告
示
第
二
条
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま

第
七
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理
に
付
随

で
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
行
う

し
て
行
う
債
務
の
保
証
と
す
る
。

債
務
の
保
証
と
す
る
。


